
横浜の交通を考えるシンポジウム II～これからの横浜の交通～ 

本日のスケジュール 

14:00 開会 

14:00～

14:05 
開会の挨拶 

都市整備局都市交通部長 

國本 直哉 

【第一部 横浜都市交通計画の改定のポイント】 

14:05～ 

14:25 
横浜都市交通計画の改定について 

都市整備局都市交通部 

都市交通課長 橋詰 勝彦 

【第二部 横浜市の各種施策の紹介】 

14:25～ 

14:55 

①地域主体の交通～福祉と交通の連携～

・地域交通サポート事業

・よこはま地域包括ケア計画

道路局計画調整部企画課 

交通計画担当課長 馬場 明希 

健康福祉局高齢健康福祉部 

地域包括ケア推進課長 喜多 麻子 

14:55～ 

15:15 

②鉄道ネットワークの整備推進

・神奈川東部方面線および高速鉄道３号線の

延伸

・金沢八景東口地区土地区画整理事業・金沢

八景駅周辺整備事業

都市整備局都市交通部都市交通課長

橋詰 勝彦 

都市整備局市街地整備部 

市街地整備調整課 

担当係長 高田 剛維  

15:15～ 

15:20 
休憩 

【第三部 事例紹介 旭区若葉台の取組】 

15:20～ 

15:40 

ヨコハマ SDGs デザインセンターが挑む郊

外住宅地の快適な移動手段の充実 

温暖化対策統括本部企画調整部 

ＳＤＧｓ未来都市推進課長 

髙橋 知宏 

【第四部 モビリティマネジメント推進部会の紹介】

15:40～ 

16:00 

モビリティマネジメント推進部会の活動

～市民参画による交通政策の推進～ 

横浜市交通政策推進協議会 

モビリティマネジメント推進部会長

小田部 明人 
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横浜都市交通計画
改定のポイント

令和元年６月29日

横浜市都市整備局

都市交通課長 橋詰勝彦

1

１．横浜都市交通計画とは

■横浜都市交通計画とは？
交通政策全般にわたり、本市における政策目標や、施策の方向性などを提示
することにより、市民、企業、交通事業者、関係行政機関等との協調した取組を
一層推進し、横浜において、環境面、経済面、機能面、財政面などあらゆる側
面から持続可能な交通の実現を目指すものとして、平成20（2008）年３月に策
定されたもの。

交通サービスを受けるだけでなく
交通政策の目標の実現に向けて、
公共交通を支える主体としての

市民・企業

交通政策の目標を提示し、
関係者の理解を深め、

調整役となる

国・自治体など行政

健全な事業体制を確保し、
公共交通サービスを
安定的に提供する

交通事業者

目標や理念の共有化
責任と役割の明確化
取組の連携強化

横浜の交通政策推進体制

2

２．趣旨・背景と改定のポイント

平成20年 横浜都市交通計画作成

社会・経済状況の変化
超高齢社会の到来
訪日外国人旅行者の増加
東日本大震災を契機とした防災意識の高まり
ICTの劇的な進歩など技術革新の進展

本市の都市づくりに関する計画の策定
「交通政策基本法（平成25年12月）」
「交通政策基本計画（平成27年２月）」
「横浜市都市計画マスタープラン全体構想
（平成25年３月）」

平成30年 横浜都市交通計画改定

改定のポイント 福祉・観光・防災など他分野との連携を重視

具体的には、ドア・ツー・ドアの公共交通であるタクシーの活性
化や福祉ニーズと連携した移動サービスの提供、観光・ＭＩＣＥ
施策と連携した都心臨海部の多様な交通手段の提供、防災や
減災などの施策を新規・拡充

10年経過

目標年次

平成42（2030）年頃

3

３．改定にあたって

• 本市交通政策の推進に向けては、市民・企業、交通事業者、国等の行政機関から構成
される「横浜市交通政策推進協議会」において、意見交換や情報共有等をしています。

• 部会の一つである計画改定部会から意見をお聞きしながら、本市として改定作業を進
めました。

学識経験者 横浜国立大学理事・副学長 中村文彦

交通事業者 鉄道事業者代表、
一般社団法人神奈川県ﾊﾞｽ協会、
一般社団法人神奈川県ﾀｸｼｰ協会

行政機関 国土交通省関東運輸局、
国土交通省関東地方整備局、
神奈川県警察本部

市民 モビリティマネジメント推進部会長、
地域交通部会長

鉄道部会

横浜交通政策推進協議会

バス部会

計画改定部会
ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

推進部会
地域交通部会

横浜市 意見

○計画改定部会のメンバー
平成28年７月 第１回計画改定部会開催

平成28年12月 第２回計画改定部会開催

平成29年８月 第３回計画改定部会開催

平成29年11月 第４回計画改定部会開催

平成30年１月 第５回計画改定部会開催

平成30年６月 パブリックコメント実施

平成30年８月 第６回計画改定部会開催

平成30年10月 横浜市会にて報告・確定版公表

○改定スケジュール

4

４．パブリックコメントの実施結果

実施概要

実施期間 平成30年６月４日（月）～７月６日（金） 約１か月間

パンフレット
配布場所

都市交通課、市民情報センター、各区役所（広報相談係）、PRボックス（主要駅、全行政サービ
スコーナー、全図書館）にて配布のほか、HPで閲覧

意見提出方法 郵送（付属はがき・手紙）、ファックス、電子メール、持参

意見提出者（人・団体） 意見件数

53通 184件

多くいただいた意見

・路線バスを維持、充実して欲しい
・自転車専用通行帯や駐輪場などの自転車利用環境を
整備して欲しい

・横浜環状鉄道の早期事業化をお願いしたい
・都市計画道路など道路整備を進めて欲しい
・駅や道路などのバリアフリーに力を入れるべき など

※一通当たり約3.5件

No. 意見（要約） 修正内容

１
地域交通を担う路線バスの継続的な運行を確保する
ため、積極的な支援など具体的な取組を計画に記載し
て欲しい。 ※同様の意見ほか３件

政策目標１の主な施策・事業に記載の「地域交通サ
ポート事業の推進」を「地域交通サポート事業の推進・
拡充」としました。

２

「第３章 横浜が目指すべき将来像」で、横浜市中期４
か年計画2018～2021の戦略４だけを抜粋しているが、
横浜都市交通計画と関連する戦略は戦略４だけではな
いのではないか。

戦略４以外も関連性があることから、戦略１から６すべて
を掲載しました。

３
横浜市中期４か年計画2018～2021と横浜都市交通
計画との関係がわかりにくい。

「第３章 横浜が目指すべき将来像」で中期４か年計画
との関係を記載しました。

４ 改定で変更した箇所を明確にして欲しい。
「第４章 基本方針、政策目標」で新規に掲載した施策
と内容を拡充した施策については、※印を付けました。

○パブリックコメントを受けて修正した主な箇所

5

５ー１． 横浜の交通を取り巻く状況と課題

１ 人口減少、超高齢社会の到来に伴う対応
（1）高齢者を取り巻く移動環境・・・移動に関して様々な制約が増加

13% 13% 12% 11% 11%

67% 64% 63% 62% 61%

11% 12%
12% 10% 11%

9% 11% 13% 16% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3,650

3,660

3,670

3,680

3,690

3,700

3,710

3,720

3,730

3,740

3,750

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口）

65～74歳（老年人口：前期高齢者） 75歳以上（老年人口：後期高齢者）

将来推計人口

※2010年、2015年は実測値、2020年以降は、2015年を基準時点とする推計値に基づく。

※構成比は、「年齢不詳を含まない総人口」に対する構成比

（千人）

将来推計人口
年齢構成比

横浜市の将来推計人口推移と年齢構成

6
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１ 人口減少、超高齢社会の到来に伴う対応
（2）人口構成の変化が公共交通サービスに与える影響・・・地域の公共交通サービスの水

準の低下

５ー２． 横浜の交通を取り巻く状況と課題

横浜市内の一日あたりバス乗車人員

70

75

80

85

90

95

100

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（万人／日）

（年度）

横浜市内の一日あたりバス乗車人員

7

５－３． 横浜の交通を取り巻く状況と課題

２ 横浜の都市構造を踏まえた対応
（1）交通ネットワークの特性・・・エリアごとに運行頻度に差が発生

最寄駅まで15分の交通体系圏域（平成20（2008）年）
8

５－４． 横浜の交通を取り巻く状況と課題

２ 横浜の都市構造を踏まえた対応
（2）地形・地理的な特性・・・高低差のある街では徒歩による移動にも多くの制約が伴う

市民が増加

最寄バス停までの「延べ高低差」※

※最寄バス停までの延べ高低差＝出発地
から最寄バス停までに通過するメッシュ
ごとの標高差の差分の絶対値。

9

６．横浜が目指すべき将来像

横浜市中期４か年計画2018～2021 では、人口減少社会の到来や超高齢社会

の進展などの直面する課題を乗り越え、都市の持続的な成長・発展を実現する
ため、2030（平成42）年を展望した６つの中長期的な戦略を示しています。
横浜都市交通計画では、横浜市中期４か年計画2018～2021 をふまえて、平

成42 年を展望し、「環境面、経済面、機能面、財政面などあらゆる側面から持
続可能な交通が実現している」ことを「横浜が目指すべき将来像」としています。

＜横浜市中期４か年計画2018～2021より抜粋＞
戦略１ 『力強い経済成長と文化芸術創造都市の実現』
戦略２ 『花と緑にあふれる環境先進都市』
戦略３ 『超高齢社会への挑戦』
戦略４ 『人が、企業が集い躍動するまちづくり』

（１）成長と活力を生み出す都心部
（２）誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部

戦略５ 『未来を創る多様な人づくり』
戦略６ 『未来を創る強靱な都市づくり』

（１）災害に強い安全で安心な都市
（２）市民生活と経済活動を支える都市基盤

10

７－１．計画の構成

【横浜の交通を取り巻く状況と課題】と【横浜が目指すべき将来像】を踏まえ、本市のま
ちづくりや地域特性に合わせつつ、国の交通政策基本計画の３つの基本的方針とも整
合を図り、本計画の基本方針を定めました。

11

７－２．計画の構成

基本方針１ 市民生活の質向上につながる交通政策

•◎政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

•政策目標２ バリアフリーの一層の推進

•政策目標３ マイカー交通から公共交通等への転換促進

基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

•政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成

•政策目標５ 横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワークの形成

•◎政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供

基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策

•政策目標７ 環境と調和した交通施策の推進

•◎政策目標８ 交通インフラの強靱化と長寿命化

•◎政策目標９ 日常生活を安全・安心に移動できる交通環境の整備

12
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交通事業者等とも連携しながら、地域交通の要であり、住宅地
から駅への交通アクセスを中心としたバス路線の維持・充実を図
ります。また、医療、福祉、子育て等の多様なニーズにも対応す
るため、現行の外出支援施策に加え、ドア・ツー・ドアの移動が可
能なタクシーの利便性向上を進めるとともに、福祉に関わる主体
との連携も含め多様な担い手による移動サービスの導入を図り
ます。

さらに、身近で便利な交通手段である自転車が、より安全・快適
に利用できる環境を整備します。

＜施策の方向１－１＞路線バスの維持・充実
※＜施策の方向１－２＞タクシーサービスの活性化
※＜施策の方向１－３＞多様な主体による新たな交通サービス実現

＜施策の方向１－４＞ 歩行者空間・自転車の利用環境の整備

政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

８－１ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策

13

８－２ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策

交通分野の移動の円滑化につながる道路の整備や施設の整
備・改良、バリアフリー車両の導入を一層推進するとともに、市民
や事業者の高齢者、障害者等に対する理解や協力が広がるよう、
心のバリアフリーの普及や啓発など、ハード・ソフト両面の取組を
進めていきます。

政策目標２ バリアフリーの一層の推進

＜施策の方向２－１＞ バリアフリー化に向けた施設の整備、車両の導入
＜施策の方向２－２＞ 心のバリアフリーの普及・啓発支援

14

８－３ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策

政策目標２ バリアフリーの一層の推進

事業着手前

事業着手後

▼駅のバリアフリー施設（ＪＲ関内駅）

◀バリアフリー車両（ノンステップバス）

15

公共交通や自転車を利用しやすい環境の整備や、市民への啓
発活動を積極的に展開するなどハード・ソフト両面から取組を進
めることで、マイカーに頼らなくても、移動しやすいまちづくりを推
進します。

政策目標３ マイカー交通から公共交通等への転換促進

８－４ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策

＜施策の方向３－１＞ 公共交通や自転車の利用促進につながる環境整備
＜施策の方向３－２＞ マイカーから公共交通等への転換を促す啓発活動

16

政策目標３ マイカー交通から公共交通等への転換促進

８－５ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策

▼小学校出前授業の様子（美しが丘小東学校）

◀啓発グッズ
（エリア別バスマップ）

17

道路の特性や役割を踏まえた道路ネットワークの充実やボトル
ネックの解消につながる道路改良により、道路交通の円滑化を図
るとともに、まちづくりと一体となった鉄道ネットワークの形成、交
通結節点のシームレス化により、鉄道と他の公共交通機関との乗
り換えの円滑化を図ります。

政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成

８－６ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

＜施策の方向４－１＞ 市内の道路ネットワークの整備推進
＜施策の方向４－２＞ 鉄道ネットワークの整備促進と輸送力の増強
＜施策の方向４－３＞ 交通結節点の整備・シームレス化

18
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政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成

８－７ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

市内鉄道ネットワークの整備と構想路線

神奈川東部方面線および
高速鉄道３号線の延伸に
ついては、第２部で詳細を
ご説明します。

19

政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成

８－７ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワーク

具体的な事例として、第二部で金沢八景駅周辺整備事業をご紹介します。

20

鉄道の連続立体交差事業
（相模鉄道本線（星川～天王町駅））

政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成

８－８ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

21

横浜港や臨海部の産業拠点と背後圏を結ぶ横浜環状道路など
広域的な幹線道路網の整備や、臨海部における道路ネットワーク
の充実、国際クルーズ拠点機能の強化、国際空港や新幹線アク
セスの向上など横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワーク
を形成します。

政策目標５ 横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワークの形成

８－９ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

＜施策の方向５－１＞広域的な道路・鉄道ネットワークの充実
＜施策の方向５－２＞国際クルーズ拠点機能の強化
＜施策の方向５－３＞国際空港へのアクセス強化

22

政策目標５ 横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワークの形成

８－１０ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

▲横浜環状北西線（港北ＪＣＴ・ＩＣ付近の模型）
▲クルーズ船の着岸イメージ

▲横浜港の客船受入計画図

23

そこで、徒歩・自転車・公共交通を中心とした交通体系を充実し、
地域全体の回遊性を高めるとともに、水上交通も含めて街を眺
めながらの移動自体が楽しく感じられるようなまちづくり、ネット
ワークづくりを進めます。また、観光客も含め、来街者のさらなる
増加に向けて、快適な滞在環境の創出によるホスピタリティの向
上を図ります。

政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供

８－１１ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

※＜施策の方向６－１＞ 都心臨海部における回遊性向上
※＜施策の方向６－２＞ 来街者の滞在環境の整備

24
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政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供

８－１２ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

▶連節バスを活用
した「高度化バス
システム」

車両のイメージ

25

政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供

８－１３ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策

▲コミュニティサイクル

▼新たな交通の導入イメージ（ロープウェイ）

26

自動車交通の円滑化に向けた体系的な道路ネットワークの整
備や、ボトルネックの解消につながる道路改良、騒音対策につな
がる道路施設の整備、道路緑化の推進など、環境負荷の低減に
つながるインフラ整備を進めます。

また、自動車の排出ガスによる環境負荷を着実に削減するため、
クリーンエネルギー・低燃費・低排出ガス車の導入拡大に取り組
むとともに、次世代自動車普及のためのインフラ設備の普及を促
進します。さらに、市民一人ひとりが環境問題を自分の問題とし
て捉え、環境にやさしい交通行動ができるよう啓発活動を進めま
す。

政策目標７ 環境と調和した交通施策の推進

８－１４ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策

＜施策の方向７－１＞ 自動車交通の円滑化・道路緑化
＜施策の方向７－２＞ 環境にやさしい自動車の普及・啓発

27

防災及び減災により交通機能が致命的な被害を受けず維持さ
れ、被害を最小化する取組に加え、帰宅困難者対策では交通事
業者との連携などソフト面の対応も進めていきます。また、中長期
的なトータルコストの縮減や予算の平準化を図る戦略的な交通イ
ンフラの維持管理・更新等を促進します。

政策目標８ 交通インフラの強靱化と長寿命化

８－１５ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策

※＜施策の方向８－１＞災害時の交通確保など大規模災害に備えた対策の推進
＜施策の方向８－２＞交通インフラの適切な維持・管理・運用

28

政策目標８ 交通インフラの強靱化と長寿命化

８－１６ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策

◀橋梁の耐震化（磯子橋）

◀緊急輸送路の無電柱化
（磯子区）

29

誰もが安全に移動できる歩行空間や自転車空間の整備を進め
るとともに、鉄道による人身事故の発生を抑制します。また、交通
安全教育の推進などを通じて交通社会の一員としての責任を自
覚していただくなど、市民の意識を高める取組を推進します。

政策目標９ 日常生活を安全・安心に移動できる交通環境の整備

８－１７ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策

※＜施策の方向９－１＞ 安全に移動できる環境の整備
＜施策の方向９－２＞ 交通安全教育・啓発の推進

30

7 / 38



政策目標９ 日常生活を安全・安心に移動できる交通環境の整備

８－１８ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策

▶狭あい道路拡幅整備

▲ホームドア（みなとみらい線横浜駅）

31

交通事業者等とも連携しながら、地域交通の要であり、住宅地
から駅への交通アクセスを中心としたバス路線の維持・充実を図
ります。また、医療、福祉、子育て等の多様なニーズにも対応す
るため、現行の外出支援施策に加え、ドア・ツー・ドアの移動が可
能なタクシーの利便性向上を進めるとともに、福祉に関わる主体
との連携も含め多様な担い手による移動サービスの導入を図り
ます。

さらに、身近で便利な交通手段である自転車が、より安全・快適
に利用できる環境を整備します。

政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現（再掲）

９－１ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策

＜施策の方向１－１＞路線バスの維持・充実
※＜施策の方向１－２＞タクシーサービスの活性化
※＜施策の方向１－３＞多様な主体による新たな交通サービス実現

＜施策の方向１－４＞ 歩行者空間・自転車の利用環境の整備

32

９－２ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

地域交通のイメージ図

33

９－３ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

交通手段の役割概念図

34

９－４ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

＜施策の方向 １－１＞ 路線バスの維持・充実

連節バス導入による経営資源の効率化のイメージ図

• 路線バスは、長期的には、通勤・通学等による利用者の減少に伴い、バス路線によっては、
減便や廃止といった事態が発生

• 生活交通として必要なバス路線を維持するとともに、地域の主体的な取組による新たなバ
スサービス等の導入（地域交通サポート事業）やバス路線の再編に向けた支援

• 郊外部において、運行本数の多い路線への連節バスの導入など、バス事業者の経営資
源を効率的に配分する取組を支援

公共交通サービス⽔準の
低い地域

効
率
化

経営資源の
配分

駅 駅

35

９－５ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

＜施策の方向 １－１＞ 路線バスの維持・充実

○地域交通サポート事業の仕組み

こすずめ号

地域交通サポート事業については、第２部にて詳細をご説明します。

→支援内容を拡充

36
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９－６ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

＜施策の方向 １－２＞ タクシーサービスの活性化

タクシーのICT活用のイメージ図

• タクシーは、ドア・ツー・ドアの移動や24 時間対応が可能な公共交通機関
• 一方で、鉄道やバスと比較して運賃が高い、目的地に到着するまで運賃が確定しない、

利用したい時に必ずしも利用できるとは限らない、などが課題
• タクシー協会等と連携して、ICT を活用した配車サービスの導入のほか、ネット決済や電

子マネーの導入による支払いの簡便化、多言語タブレットによる訪日外国人旅行者への
対応など利用者の利便性向上に繋がる取組を促進

37

９－７ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

＜施策の方向 １－２＞ タクシーサービスの活性化

2018年4月～ 2019年12月～

配車アプリサービスの提供
→構想段階から僅か1年半で、

約5000台の運行開始。

38

９－８ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

多様な主体による新たな交通サービスのイメージ図

＜施策の方向 １－３＞ 多様な主体による新たな交通サービス実現

• NPO等が運行主体となる福祉有償運送や、社会福祉法人の社会貢献活動による移動支
援や介護保険制度を活用した移動など、福祉政策と交通政策との連携を強化

• ボランティアによる乗合交通サービスや商業施設等の送迎バスを利用した民間による移
動サービスの展開に向けた支援

• 技術革新を通じた新たな交通サービスの導入可能性について検討

多様な主体による新たな交通サービスについては、第２部・第３部にて事例をご紹介します。
39

９－９ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

＜施策の方向 １－３＞ 多様な主体による新たな交通サービス実現

横浜市金沢区富岡西エリアにおける「電動小型低速車」を活用した実証実験

横浜市と京急電鉄㈱の協定『京急沿線（横浜市南部地域）

における公民連携のまちづくりの推進に関する連携協定』に
基づく取組の一環として、横浜市金沢区富岡西エリアにおい
て「電動小型低速車」を活用した実証実験が行われました。

＜電動小型低速車について＞
• 登坂力に優れ、小型であるため、急

勾配な坂道や狭あいな道路での運行
が可能。

• 路線バスと比べ、開放的で容易な乗
降が可能。

• 電気自動車であることから、低騒音で
住環境への影響が少なく、環境にや
さしい。

＜実証実験について＞
（１）実施期間
イ. Ａルート

平成30年10月29日（月）～11月7日（水）の10日間
※平日及び土休日運行

ロ. Ｂルート
平成30年11月9日(金)～11月18日（日）の10日間
※平日及び土休日運行

（２）運行形態
イ．利用者は事前登録したモニター限定

（富岡第一地区、富岡第三地区に在住の方）
ロ．電動小型低速車２台による定時定路線の循環運行

ハ．日中１時間あたり２～３便運行

Ａルート

Ｂルート

【参加登録者事後アンケートより】
• 高齢になってもここで暮らせる「助け」になると思います。
• バスや電車との差別化をはかるには、コミュニケーションを活性化するようなしくみが重要。

40

９－１０ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現

＜施策の方向１－４＞ 歩行者空間・自転車の利用環境の整備

歩道の設置 自転車通行帯の整備

• 歩道の設置や拡幅などにより、安全で誰もが安心して歩行できる空間の形成
• 自転車を安全、快適に利用でき、歩行者などの安全が確保できるよう、既存の道路空間

における自転車通行空間の整備
• 自転車利用の多い施設等において駐輪環境の整備

41

ご清聴ありがとうございました。

42
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1

横浜市地域交通サポート事業

横浜市道路局計画調整部企画課

交通計画担当課長 馬場 明希

～持続可能な地域交通の充実に向けて～

2

路線バス事業をめぐる状況

マイカー依存
少子化の進展

路線バス利用者の減少

路線バス事業者の
経営環境は非常に厳しい

減便、人件費削減などを行い
何とか路線を維持している状況

２０年間で
１６％減少

路線バス乗車人員（万人／日） 高齢化率（％）

平成

資料：横浜市統計より横浜市作成

最近では深刻な
運転士不足も

3

高齢者の外出実態と特性

徒歩や自家用車等で対応できていた方も
外出が困難になるケースが増加

地域交通の重要性
は、ますます高まる

■ 高齢非高齢別・免許有無別にみた外出率 ■ 高齢非高齢別にみた無理なく休まずに歩ける時間

資料：国土交通省総合政策局 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料

4

コミュニティバスとは？

正式な定義はないが、国土交通省ガイドラインでは次の通り。

「まちづくりなど住民福祉の向上を図るため交通空白地域・不便地
域の解消、高齢者等の外出促進、公共施設の利用促進を通じた
『まち』の活性化等を目的として、地方自治体が主体的に運行を
確保するバスのこと」

○ 経常的収支で赤字計上は覚悟せざるを得ない

○ 公益的な観点から、市町村から運行費用の補助
（赤字補填）が行われるのが一般的である。

茅ヶ崎市 えぼし号

川崎市 山ゆり号

横浜市でも、過去（H15.12～19.3）に
コミュニティバスの実験運行に取り組
んだが、収支改善は難しいと判断し、
この方法による路線拡充は行わない
こととした。 西区西戸部地区で実験運行した

ハマちゃんバス

5

横浜市地域交通サポート事業

「横浜の新しい交通政策への提言(平成19年３月)」

地域にふさわしい交通サービスを地域の力を活かして
実現すべき
（運行補助金を導入する仕組みでは、利用啓発が進まず収支改善は難しい）

バス・タクシー事業者による運行を基本

地域が主体となった取組（地域の盛り上がり）

財政支援に頼らない自立した運行

事業のコンセプト

6

遠慮なくご相談ください！！ 

 
 

お住まいの地域で、こんな悩みごとがあったら・・・ 

バス路線に関する問題 

１ バス路線がない 
２ バス停が遠い 
３ 運行本数が少ない 

地形的な問題 

１ 山坂が多い 
２ 道幅が狭い 
３ 高台の住宅地 

地域の問題 

１ 高齢化の進展 

２ 近隣に病院や商店がない 

事業採算性や地域の合意等、課題の解決 

新しい交通手段の実現 

 バス路線新設 
 バス路線再編・改善 
 路線型乗合タクシー 
 予約型乗合タクシー 

話合い 

地域交通サポート事業の取組 

地域組織 

地域ニーズの把握 
地域の合意形成 
利用促進の検討・実践 

横浜市 

市職員やコーディネーター等の派遣 
現地調査の実施 
実証運行の支援 

 道路状況の確認 
 需要予測・分析 
 運行計画の策定 
 事業者の選定 
 走行環境の改善 
 実証運行赤字補てん

  など 

事業者 

地域ニーズに合った 
交通手段の提案 
事業採算性の検証 

基本的な考え方 

１ バス・タクシー事業者による運行 
２ 財政支援に頼らない運行 

支援 

「地域」「交通事業者」「行政」の協働・連携により

地域に密着した公共交通の実現を図る
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事例紹介
港南区日野ヶ丘地区

港南区：日野ケ丘地区

地区の概要
・港南中央駅、上永谷駅から約1ｋｍ
・丘陵地に立地
・約1,000世帯、約2,500人
・高齢化率 27.3%
運行概要

実証運行：平成23年10月～
本格運行：平成24年4月～
事業者 ：神奈川中央交通㈱
車両 ：中型バス（定員58名）
ルート ：日野ケ丘地区～

港南中央駅～上大岡駅
本数 ： ３１便／日（平日）

２６便／日（土曜）
１８便／日（日祝日）

事例紹介
港南区日野ヶ丘地区

利用が
増え続けている

事例紹介
港南区日野ヶ丘地区

事例紹介
港南区日野ヶ丘地区

■ 地域主体の活発な活動
・ 一方的なお願いではうまく行かないという認識が浸透
・ 単一町内会の活動から周辺町内会、小学校へ
・ 「町内皆がまちづくりのサポーター」「私たちのバス」
・ 本格運行後も継続的な啓発活動

（樹木剪定、違法駐車に対する啓発、広報誌発行等）

■ 地域、運行事業者、行政の信頼関係構築
・ 過度な負担は、一時的な運行に繋がっても破綻しがち
・ 持続可能な本格運行に向け、 各々が適切な役割分担

成功要因

11

これまでの取組

取組地区数
累計32地区

本格運行地区
１4地区

※平成31年６月１日現在
12

取組の中で見えてきた課題

①ワゴン型車両運行地区での採算性
確保
これまでに２地区でワゴン型車両による運行を実施
しているが、運行事業者の負担する経費に対して、
利用者による運賃収入が少なく採算が見込みにくい
状況。

②相談地区の傾向の変化
採算が見込みにくい地区からの相談が増加。

・道路が狭あいで小型バスでも通行困難

・比較的駅に近いが、地形が急峻なために高齢者には移動困難

・通院・買い物等、ニーズが小規模

四季めぐり号の収支イメージ
（事業者へのヒアリングをもとに道路局作成）
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13

地域交通の維持・充実に向けて

・地域交通サポート事業の支援
制度を拡充

ワゴン型車両運行地区における

本格運行時の初期投資費用

（車両代相当、保険代等）を支援

・地域交通サポート事業に新たな支援メニューを追加

ボランティアバスの取組や民間送迎バスの活用など、
公共交通を補完する移動手段の確保に向けた取組を支援

６月より運行再開した旭区「四季めぐり号」

14

公共交通を補完する移動手段の確保に
向けた取組①～ボランティアバス～

○緑区山下地区：平成31年４月２日より本格運行

『ボランティアバス』とは…
バスが通れない狭い道や需要が小規模であり、バス事業者による運行が
困難な地区において、地域の共助によるバスの運営・運行で移動手段を
確保する取組

○都筑区都田池辺地区でも実証運行を実施中

運行主体：
一般社団法人 山下地区安全・安心まちづくり協議会
利用者負担：実費（燃料費相当）
運行頻度：週4日、1日5便
（地区内周回ルートと近隣商業施設へのルート）

15

公共交通を補完する移動手段の確保に
向けた取組②～地域貢献送迎バス～

地域の移動手段を確保する新たな試みとして、病院が運行する無料送迎
バスの空席を、対象地域に居住する高齢者等の日常の移動手段として活用
する実証運行を実施。

・運行ルート：すすき野循環コース
・車 両：14人乗りワゴン車（客席12席）
・利用対象：青葉区内在住の満70歳以上
で、ご自身で乗降できる方
・利用方法：本市発行の乗車証を提示

（無料）
・実証運行期間：平成30年1月29日から
平成31年3月31日まで

16

移動に関する多様なニーズを踏まえ、
効率的なバス路線の再編や乗合タクシーの
導入など、様々な手法を活用しながら、
地域交通の維持・充実に取り組んでいきます

今後の取組について…

ご清聴ありがとうございました。

17
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令和元年６⽉29⽇
横浜市健康福祉局地域包括ケア推進課

よこはま地域包括ケア計画
〜⾝近な地域の取組事例から〜

2

横浜市の⼈⼝・⾼齢者の状況
（平成31年3⽉末現在 ※括弧内は前年同⽉⽐）

＜⾏政区ごとの⾼齢化率の状況＞

※住⺠基本台帳（外国⼈登録含む）ベース（政策局統計情報課公表データ）を集計したもの。

⼈⼝総数 3,745,377⼈ （＋ 9,611⼈）

⾼齢者計 911,658⼈ （＋10,023⼈）

内
訳
65〜74歳 446,357⼈ （▲ 9,569⼈）

75歳〜 465,301⼈ （＋19,592⼈）

⾼齢化率 24.3% （＋0.2％）

上位 下位
１位 栄区 30.8% 18位 都筑区 17.1%
２位 ⾦沢区 29.3% 17位 港北区 19.7%
３位 旭区 29.0% 16位 ⻄区 19.8%

70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

平成27年

（2015年）

平成32年

（2020年）

平成37年

（2025年）

0万人

10万人

20万人

30万人

平成27年

（2015年）

平成37年

（2025年）

0万人

10万人

20万人

30万人

平成27年

（2015年）

平成37年

（2025年）

100

143

97

75歳以上⼈⼝ 15〜64歳⼈⼝

年齢別⼈⼝の推移（平成27年を100とした場合）＊１

1.4 倍

微減

出典）
＊１：平成27年は国勢調査（総務省）で、年齢不詳人口は国勢調査の結果に基づく按分を行っている。平成32,37年は平成27年を基準とした将来人口推計（横浜市）
＊２：平成27年国勢調査を基準とした将来人口推計（横浜市）を基に算出（※ 認知症高齢者数は、「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金

厚生労働科学特別研究事業 九州大学 二宮教授）の認知症有病率が上昇する場合を使用した推計） ＊３：平成28年度横浜市高齢者実態調査

横浜市の⾼齢者を取り巻く状況

3

平成37年にかけて、後期⾼齢者は1.4倍になる⼀⽅、15〜64歳は微減すると予想されており、少⼦化の中で急増する⾼齢者
を⽀えていくことになります。また、要介護認定者数、認知症⾼齢者数も1.4倍になる⾒込みです。
要介護者の今後の介護の希望としては、「在宅介護サービスを利⽤しながら⾃宅で暮らしたい」が７割と最も⾼く、住み慣

れた地域での⽣活を続けられるための⽀援が必要となっています。

在宅介護サービスを
利⽤しながら、

⾃宅で暮らし続けたい

あなたは今後もご⾃宅での介護を希望しますか︖
（要介護者対象、⾝体状況・介護者の状況に⼤きな変化がない場合）＊３

7割

認知症⾼齢者数の推移＊２要介護認定者数の推移＊２

1.4 倍
15万⼈

21万⼈

14万⼈

20万⼈
1.4 倍

2025年に向けて

4

介護が必要な⾼齢者が爆発的に増加する2025年

こうした社会変化に対応するための取組をまとめた

よこはま地域包括ケア計画よこはま地域包括ケア計画

⼀⼈暮らしや⾼齢者のみ世帯が増加
医療・介護サービスの利⽤者が増加

第⼀次ベビーブーマー（団塊の世代）が
75歳を超える

地域包括ケアシステムとは︖

5

「地域包括ケアシステム」とは、⾼齢者が可能な限り、住み慣れた地域で⾃分ら
しい暮らしを⼈⽣の最後まで続けるために、介護・医療・介護予防・⽣活⽀援・住
まいが⼀体的に提供される、⽇常⽣活圏域ごとの包括的な⽀援・サービス提供体制
のことです。2025年を⽬途に、全国各地で構築が進められています。

出典：厚生労働省資料

横浜市が⽬指す将来像

6

本市では、2025年に向けた⽬指すべき社会の姿を、次のとおり定めました。
歳をとり⼼⾝の状態が悪化しても、地域の助け合いや専⾨職のサービスをうまく組み合わせて、いつまでも⾃分

らしい⽣活を続けていく、その⽅向性を本計画では「ポジティブ・エイジング」という⾔葉に込め、基本⽬標とし
ています。また、これを具体化した仕組みを「横浜型地域包括ケアシステム」と呼んでいます。

⾼齢者が⾃らの意思で
⾃分らしく⽣きる
ことができる

年
の
⽬
指
す
将
来
像

年
の
⽬
指
す
将
来
像

地域で⽀え合いながら、

介護・医療が必要に
なっても安⼼して⽣活でき、

横浜型地域包括ケアシステム横浜型地域包括ケアシステム

地域の助け合い

専⾨職のサービス

いつまでも
⾃分らしい⽣活を続ける

2025

〜基本⽬標〜
ポジティブ・エイジング

〜基本⽬標〜
ポジティブ・エイジング
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横浜型地域包括ケアシステム

7

横浜型地域包括ケアシステム横浜型地域包括ケアシステム
横浜市域において「介護・医療・介護予防・⽣活⽀援・住まい」が⼀体的に提
供される、包括的な⽀援・サービスの提供体制のことで、「地域ケアプラザ」を
中⼼に、⽇常⽣活圏域ごとに進めていくものです。

活発な市⺠活動と協働します取組
１

取組
２

取組
３

取組
４

「介護予防・健康づくり」、「社会参加」、「⽣活⽀援」を⼀体的
に推進し、健康寿命の延伸につなげます

医療・介護の連携など、多職種連携の強化を進めます

⾼齢者が「地域を⽀える担い⼿」として活躍できる環境整備を進め
るとともに、医療や介護などの⼈材確保・育成に取り組みます

⽣活⽀援コーディネーター（地域ケアプラザに配置）

8

医 療
介 護

病気になったら・・・ 介護が必要になったら・・・

いつまでも
元気で暮らす
ために・・・

生活支援・
介護予防

強
化

区役所
区社会福祉
協議会

連携・協力

地域包括ケアシステムの、「⽣活⽀援・介護予防」を強化するため、⾃治
会町内会・ボランティア団体・ＮＰＯ・⺠間企業など多様な主体と連携し、
⽣活⽀援の担い⼿づくりや、新たな活動に対して、⽀援します︕

住まい

ＮＰＯ
・民間企業

自治会町内会
・ボランティア団体

地域包括ケアシステム

⽣活⽀援コーディネーター

地域ケアプラザ
ケアマネジャー

9

⾝近な地域で、新しい活動が広がっています︕

✿地域住民×障害者地域作業所
➡パンや野菜の出張販売（鶴見区）

✿民間事業者の送迎車両×デパート
➡お買い物夢ツアー（港南区）

➡港南おでかけＯＯたい
おうえん

地域住⺠等が検討の中⼼に

10

仏向地区移動手段を０から考える会
（保土ケ谷区）

➡②仏向ふれあいワゴン

➡①買い物宅配・病院無料送迎
チラシ作成

区域で取組を進めることも

11

★ 泉サポートプロジェクト

➡ 地域のサロンへの送迎

区役所
区社会福祉
協議会

連携・協力

ＮＰＯ
・民間企業

自治会町内会
・ボランティア団体

地域ケアプラザ
ケアマネジャー

⽣活⽀援コーディネーター

✿地域住民×福祉施設

社会福祉法人
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神奈川東部方面線および
高速鉄道３号線の延伸
（あざみ野～新百合ヶ丘）について

横浜市都市整備局都市交通課

橋詰勝彦

1

市内鉄道ネットワークの整備と
構想路線 2

１．神奈川東部方面線

3 4

5 6
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7 8

9

相鉄・JR直通線の工事の状況について
平成31年4月

④

②

①
ST線

③

西谷トンネル（1,446m）

縦断図

平面図

横浜羽沢駅付近

西谷トンネル 1,446ｍ

西谷駅付近

直通線（上下線）の軌道工事完了
（電車線等の電気工事を施工中）

①

横浜羽沢駅付近
躯体完成

軌道工事施工中
電気工事施工中

（信号設備、電車線設備等）

電気工事施工中
（電車線設備等設置状況）

西谷トンネル
電気工事施工中

（各種電話設備・発車標設備等）

羽沢横浜国大駅

②

10

相鉄・JR直通線の工事の状況について
平成31年4月

西谷駅付近

直通線（上下線）の軌道工事完了
（電車線等の電気工事を施工中）

①

11

相鉄・JR直通線の工事の状況について
平成31年4月

西谷トンネル

電気工事施工中
（電車線設備等設置状況）

②

12
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相鉄・JR直通線の工事の状況について
平成31年4月

羽沢横浜国大駅

電気工事施工中
（各種電話設備・発車標設備等）

13

相鉄・JR直通線の工事の状況について
平成31年4月

横浜羽沢駅付近

躯体完成
軌道工事施工中
電気工事施工中

（信号設備、電車線設備等）
14

相鉄・東急直通線の工事の状況について 平成31年4月

①

②

③

④

羽沢トンネル 3,515ｍ

-40

-20

20

T.P±
0

40

60

80

-40

-20

20

T.P±0

40

60

80

発進立坑

構
造
型
式

箱
型ト

ン
ネ
ル

箱
型ト

ン
ネ
ル

擁
壁（

堀
割
）

円形トンネル(複
線)

箱
型ト

ン
ネ
ル

箱
型ト

ン
ネ
ル

箱
型ト

ン
ネ
ル

円形トンネル(複
線)

円形トンネル
(単線並列)

高
架
橋

(

２
層)

抗
土
圧

地下区間 地表区間
地表
区間

地下
区間

⑤

⑥

新横浜駅（仮称）

躯体構築工事中、出入
口部仮土留め・掘削

②

高架橋改築工事中
U型擁壁工構築中

日吉駅付近

③

新横浜トンネル

シールドトンネル施
工中

④

躯体構築工事中

新綱島駅（仮称）

⑤

角形鋼管推進工事
(上半)完了、
中床版構築、立坑掘削

綱島トンネル

シールドトンネル施工中

羽沢トンネル

① ⑥

15

相鉄・東急直通線の工事の状況について
平成31年4月

羽沢トンネル

シールドトンネル施工中

①

16

相鉄・東急直通線の工事の状況について
平成31年4月

新横浜駅（仮称）

躯体構築工事中、出入口部仮土
留め・掘削

②

17

相鉄・東急直通線の工事の状況について
平成31年4月

新横浜トンネル

シールドトンネル施工中

③

18
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相鉄・東急直通線の工事の状況について
平成31年4月

新綱島駅（仮称）

躯体構築工事中

④

19

相鉄・東急直通線の工事の状況について
平成31年4月

綱島トンネル
角形鋼管推進工事
(上半)完了、
中床版構築、立坑掘削

⑤

20

相鉄・東急直通線の工事の状況について
平成31年4月

日吉駅付近

高架橋改築工事中
U型擁壁工構築中

⑥

21

２．横浜市高速鉄道３号線の延伸
（あざみ野～新百合ヶ丘）

22

１ 場所のイメージ

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ これまでの取組状況

平成26 年度～ 事業化に向けた基礎調査を開始

平成28 年４月 交通政策審議会答申第198 号（高速鉄道３号線延伸等が

位置付けられる）

平成29 年度～ 横浜市交通局を事業候補者として、鉄道事業者の視点に

よる調査検討を実施

平成31 年1 月 事業化判断の公表

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

横浜市高速鉄道３号線の延伸について、事業化に向けて横浜市、川崎市が協
調し、事業計画について合意形成を進めてきました。

このたび、本事業の整備効果、延伸区間の費用対効果及び採算性が認められ
ることから、横浜市として、事業化することとしました。

今後、事業許可に向けて、国や関係者との協議・調整を進めていきます。
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２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 事業概要

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

整備区間 あざみ野～新百合ヶ丘

整備延長 約６．０ｋｍ ～ ６．５ｋｍ

概算事業費 約１，６９０億円 ～ １，７６０億円

ルート・駅位置 新駅４駅（既設あざみ野駅を除く）

事業主体 横浜市交通局（第一種鉄道事業者）

事業スキーム 地下高速鉄道整備事業費補助（想定）

開業 平成４２年開業目標（交通政策審議会答申の目標年次）

需要予測 １日約８万人のご利用を想定

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 整備効果１

26

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

[広域的な鉄道ネットワークの形成]

●横浜と川崎市北部、多摩地域を
結ぶ、新たな都市軸の形成

●災害等による輸送障害発生時の
代替経路確保

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 整備効果２

[新幹線へのアクセス機能の強化]

●横浜市北西部のみならず、
川崎市北部・多摩地区など、
広範囲での新横浜駅アクセス機能
の強化

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 整備効果３

[移動時間の短縮]

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

●拠点間アクセスの強化

新百合ヶ丘～あざみ野

約30 分→約10 分

約20 分短縮
（乗換なし）

●新幹線アクセスの強化

新百合ヶ丘～新横浜

約35 分→約27 分

約８分短縮
（乗換なし）

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 整備効果４

[沿線地域の活性化]

●新駅周辺まちづくりの活性化や、
ターミナル駅の交通結節機能、
沿線地域の公共交通ネットワー
クの強化に寄与

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 事業スキーム（事業手法・事業スキーム）

[事業主体]

●横浜市営地下鉄を延伸する事業であり、これまでの建設、運営、経営等で培った
技術や知見、ノウハウを最大限に活用するため、事業主体は横浜市交通局とします。

[事業スキーム]

●これまでの横浜市営地下鉄の延伸においても適用し、公営地下鉄事業に適用
される基本スキームである、地下高速鉄道整備事業費補助を想定します。

今後、国と協議・調整が必要となります。

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について
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２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 費用負担の試算 （概算事業費を約１，８００億円とした場合）

【補助対象】 約１，５００億円 （工事費、用地費等）

【補助対象外】 約３００億（車両費・総経費・建設利息）

※１ 横浜市交通局への出資金は、横浜市が全額負担します。

※２ 本路線の事業効果や過去の鉄道整備事例等を踏まえて、

横浜市と川崎市の負担割合は「１：１」とし、両市協調のもと事業を推進

します。

出資金20.0％
（300 億円）

※1

国 25.7％
（385 億円）

地方 28.6％ ※2
（430 億円）

借入金 25.7％
（385 億円）

出資金20.0％
（60 億円）

※1

借入金 80.0％
（240 億円）

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（１） 事業化判断

○ 費用対効果及び事業採算性

西側ルート 中央ルート 東側ルート

整備延長 ６．３ｋｍ ６．０ｋｍ ６．５ｋｍ

概算事業費 １，７６０億円 １，６９０億円 １，７２０億円

需要予測 ７．８万人/日 ８．０万人/日 ７．９万人/日

所要時間 約１０分 約９分３０秒 約１０分

費用便益費（B/C） １．４８ １．５９ １．５３

累積損益欠損解消年
累積資金不足解消年

３０年
３６年

２５年
３３年

２８年
３４年

各案とも、費用対効果・事業採算性が
認められる

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（２） 概略ルート・駅位置

○ 概略ルート・駅位置の基本的な考え方

[全体]

●周辺の地形や土地利用への影響等を考慮し、地下トンネル構造を基本とする
●既設のあざみ野駅から、小田急線新百合ヶ丘駅南口付近まで延伸する
●新駅については、駅間隔を既存と同様の間隔を基本とし、４駅とする

[川崎市側]

●現実的かつ合理的な案として、中央を通るルート、西側を通るルート、東側を通る
ルートの３案を設定する。

●駅位置については、幹線道路に近く、駅へのアクセスがしやすいこと、周辺の土地
利用や人口集積、可能な限り道路などの公有地を活用することなどを考慮する。

[横浜市側]

●道路下などの公有地を有効活用し、既設のあざみ野駅から、市境となるすすき野
付近までを基本とする。

●駅位置については、嶮山付近及びすすき野付近を基本とする。

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について 横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（２） 概略ルート・駅位置

○ 川崎市側の有力ルート案について

「東側ルート」の主なメリット

●ヨネッティー王禅寺付近に中間駅を設置した場合、多方面に向かう既存バス
路線と鉄道との連携を図ることが可能であり、公共交通ネットワークの充実に
おいて、最も相乗効果が見込める。

●他案と比較し、既存の駅から中間駅までの距離が最も離れていることから、
新百合ヶ丘駅等との機能分担を踏まえ、中間駅の周辺まちづくりの効果が
より期待できる。

●バス路線等との連携により、麻生区のみならず宮前区や多摩区にまで、
アクセス性強化や利便性向上の波及効果が期待できる。

有力ルート案の考え方

●設定した３案については、いずれも費用対効果や事業採算性が認められており、
実現可能

●川崎市側のまちづくりや地域交通に関する視点から検討を行い、総合的に評価
した結果、「東側ルート」を、より整備効果の高い案と考える。

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について

２ 横浜市の「事業化判断」

（３） 駅周辺のまちづくりの方向性について

あざみ野駅

●交通利便性を生かし、規制・誘導的手法等により商業・業務・文化機能の集積
を中核とする拠点づくりを進めます。

嶮山・すすき野付近

●地域の状況に合わせ、周辺の環境にも配慮しながら、生活拠点としてまちづくり
を進めます。

新百合ヶ丘駅付近

●民間活力を活かした土地利用転換の誘導や交通結節機能の強化、駅周辺の
回遊性向上を目指し、ハード・ソフト両面での総合的な取組により、広域拠点に
ふさわしいまちづくりを推進します。

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について
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２ 横浜市の「事業化判断」

（３） 今後の進め方について

●本事業の整備効果、延伸区間の費用対効果及び採算性が認められることから、
今回の計画内容を基本として、今後、国や関係者との協議・調整を進めるととも
に、鉄道事業法や都市計画、環境影響評価等の手続きを経て、早期の事業着
手を目指します。

●ルートについては、今後、市民の皆様へ情報提供を行い、御意見を伺うとともに、
令和元年度中を目途に１案に選定する予定です。

横浜市高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について
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⾦沢⼋景駅東⼝地区
⼟地区画整理事業

⾦沢⼋景駅周辺整備事業

2019/06/29

１ 金沢八景駅東口地区について

２ 金沢八景駅周辺の状況と課題

３ 金沢八景駅周辺事業等の概要

４ まちづくりに関すること

本日の説明内容

１ 金沢八景駅東口地区について

金沢八景駅東口地区

１ 金沢八景駅東口地区について

横浜市中期４か年計画（2018～2021）

●戦略４ 『人が、企業が集い躍動するまちづくり』

～成長と活力を生み出す都心部～

～誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部～

●政策21 コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり

【主な施策】 ・鉄道駅周辺のまちづくりの推進

→ 主要な駅周辺において、土地区画整理事業・

市街地再開発事業等により、拠点整備を推進

１ 金沢八景駅東口地区について

■横浜市の施策上の位置づけ

「武昌金沢八景之図」
（神奈川県金沢文庫蔵）

●江戸時代は、庶民の観光地

金沢八景

瀬戸秋月

内川暮雪

野島夕照

平潟落雁

乙艫帰帆

洲崎晴嵐

称名晩鐘

小泉夜雨

瀬戸秋月

江戸時代後期(約200年前)

東照宮と円通寺
※京急金沢八景駅の西側

１ 金沢八景駅東口地区について
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瀬戸橋
・鎌倉時代に架けられた

交通の要所
・金沢八景を象徴する景観

平潟湾

京浜急行電鉄
金沢八景駅付近

「近世初頭の平潟湾想定図」
（神奈川県立金沢文庫展示図録『金沢八景』より転載）

●古墳時代

平潟湾に漁村、祭祀

●鎌倉時代

金沢文庫を建立、文教の地

六浦津（むつうらのつ）

瀬戸橋

近世初頭の平潟湾想定図

１ 金沢八景駅東口地区について

２ 当時の金沢八景駅周辺の状況

京浜急行電鉄 金沢八景駅

事業区域

横浜市立大学

金沢シーサイドライン
金沢八景駅（旧駅）

平潟湾
国道１６号

瀬戸神社

御伊勢山・権現山

２ 金沢八景駅周辺の状況と課題

琵琶島神社

平成２２年 木村屋住宅主屋
（旧円通寺客殿）

④国道16号の渋滞 1

2

4

①ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ金沢八景駅

③地区内道路の状況

3

金沢ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ
金沢八景駅(旧駅)

京浜急行電鉄
金沢八景駅

乗降客：約1.5万人/日

乗降客：約5.8万人/日
②金沢八景駅前交差点

２ 当時の金沢八景駅周辺の状況（東側）

③旧円通寺客殿

1

2

3

①西口への通路

④旧円通寺客殿

4

京浜急行電鉄
金沢八景駅

②駅西側道路

横浜市認定歴史的構造物

２ 当時の金沢八景駅周辺の状況（西側）

３ 金沢八景駅周辺事業等の概要
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３ 金沢八景駅周辺事業の概要

５金沢八景権現山公園

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

京急金沢八景駅
（橋上駅舎）

金沢シーサイドライン
金沢八景駅（新駅）

金沢八景駅
東西自由通路

駅前広場

国道16号

金沢八景権現山公園

金沢八景駅周辺を海側から見た施設整備イメージ金沢八景駅周辺を海側から見た施設整備イメージ

① 公共施設 の整備

⇒「街路事業」など

② 公共施設 ＋ 建築敷地 の整備

⇒土地区画整理事業

③ 公共施設 ＋ 建築敷地 ＋ 施設建築物 の整備

⇒市街地再開発事業
市街地再開発事業土地区画整理事業

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

【駅周辺の基盤整備】

目 的 駅前拠点にふさわしい公共施設整備、環境整備をおこなう
施行面積 約2.4ha
事業期間 昭和61年度～平成35年度（清算期間含む）

金沢八景駅

金沢ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ（旧駅）

バ ス：乗３、降１
ﾀｸｼｰ：乗１、降１

2,840㎡

6,010㎡

1,240㎡

1,180㎡

1,220㎡

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

１ 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業

駅前広場

（バス・タクシーロータリー）

区画道路３号線

国道16号交差点（横須賀方面）
国道16号交差点から駅前広場
方面を見る

金沢シーサイドライン
金沢八景駅 (旧駅)

京浜急行
金沢八景駅

国道１６号

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

２ シーサイドライン延伸事業
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金沢シーサイドライン駅舎外観

中層階通路階段

京浜急行電鉄と金沢シーサイドラ
インの接続部

金沢シーサイドライン駅舎側面

３ 金沢八景駅東西自由通路

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

金沢八景駅
東西自由通路

京浜急行電鉄
金沢八景駅
橋上駅舎

駅前広場

※整備イメージ図

エスカレーター
・エレベーター

跨線部

東西自由通路からの眺め

エレベーター

駅前広場上部（橋上駅舎改札前）

京浜急行電鉄
金沢八景駅
橋上駅舎

※整備イメージ図

・ホームの高さはそのままで、

橋上駅舎化する。

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

４ 京急駅舎改良事業（橋上駅舎化）

駅前広場

橋上駅舎改札と隣接ビル入口 橋上駅舎隣接ビル地上入口

橋上駅舎内部

ホーム階エスカレーター

５ 金沢八景権現山公園の整備

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

移植された樹木と

管理休憩棟 管理休憩棟

特定景観形成歴史的建造物

木村屋住宅主屋（旧円通寺客殿）

自然散策路
広場
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３ 金沢八景駅周辺事業の概要

６ 駅西側道路の整備

※整備イメージ図

金沢八景駅東西自由通路
金沢八景
権現山公園

エレベーター

駅西側道路の拡幅整備

まちびらき時の状況（2019年）
京浜急行電鉄
金沢八景駅

橋上駅舎（新駅）

事業区域

横浜市立大学

金沢シーサイドライン
金沢八景駅（旧駅） 平潟湾

国道１６号

瀬戸神社

３ 金沢八景駅周辺事業の概要

金沢シーサイドライン
金沢八景駅（新駅）

金沢八景駅
東西自由通路

駅前広場

４ まちづくりに関すること

４ まちづくりに関すること ～都市計画制限～

Ｎ

商業地域
容積率 400％
建ぺい率 80％

用途地域

第７種高度地区
（高さ３１m）

31m

Ｎ高度地区

４ まちづくりに関すること ～地区計画～

地区にふさわしい土地利用
を図り、良好な市街地環境の
形成や、にぎわいのある駅前
の拠点づくりを進めるため、
地区計画を決定します

Ｎ

名称：
金沢八景駅東口地区地区計画

面積：
約２.４ｈａ

地区計画の区域
地区整備計画の区域
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建築物の用途の制限

１階を住居にするもの
・１階以外を住居とする建築物を建築する場
合、廊下や階段、エレベーター等を１階部
分に設置することはできます。

・従前に専用住宅の敷地として使用していた
土地で、金沢八景六浦線（含む駅前広場）
に接していない土地として換地・仮換地さ
れた土地は、除かれます。

勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所

危険物の貯蔵又は処理に供するもの

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど

個室付浴場業に係る公衆浴場など

次の用途の建築物を制限します。

自動車教習所

地区整備計画の区域

Ｎ

金沢八景六浦線
（駅前広場）

４ まちづくりに関すること ～地区計画～

土地区画整理事業区域内は、 地区計画と「金沢八景駅東口地区まちづく
りガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）」が策定され、 道路や駅舎など
の公共公益施設や民間建物について、用途、高さ、形態、デザイン（意匠）、
広告物など、秩序の中に個性ある魅力的なまちづくりを進めています。

４ まちづくりに関すること

■地元独自のガイドライン（任意のルール）の策定

４ まちづくりに関すること

■金沢八景駅東口地区まちづくりガイドライン

建築時に
事前協議
が必要

４ まちづくりに関すること

■公共公益施設のデザイン調整

ご清聴ありがとうございました。

• 駅前広場完成予想パース • 現地の状況（令和元年６月現在）
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横浜市温暖化対策統括本部 SDGs未来都市推進課⻑ 髙橋 知宏

横浜
Yokohama

ＳＤＧｓ未来都市･横浜 の実現
“多様なステークホルダーとの連携による社会課題解決と新たな価値創出“

環境を軸に､経済や⽂化芸術による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市の実現

神奈川新聞社

©bozzo経済

「SDGs未来都市・横浜」へ

社会

環境

SDGs未来都市・横浜の将来ビジョン

1

ヨコハマSDGsデザインセンター ※取組イメージ

郊外住宅地など地域課題解決の取組経済活性化と賑わい創出の取組

⼤都市モデル創出に向けた パイロットプロジェクト（試⾏的取組）
環境・経済・社会的課題の統合的解決を⽬指した取組を、課題と場所を設定の上実施

温暖化対策の取組

経済

環境

社会

2

マーケティング コーディネート

イノベーション プロモーション

環境・経済・社会的課題の
統合的解決を図る横浜型「⼤都市モデル」創出

経済

環境

社会

提供

市内の様々な主体

ニーズ・シーズ

ステークホルダー
企業・⼤学
地域活動団体

各プラットフォーム など

市内の様々な主体

オンライン
システム

環境・経済・社会的課題の統合的解決を図る、横浜型「大都市モデル」の創出に向け、多様な
主体との連携によって自らも課題解決に取組む中間支援組織

企業との連携
「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」の実現に向け、
ソフトバンク株式会社と包括連携協定を締結

■具体的取組内容
①地域における⼥性活躍社会の実現
“ショートタイムテレワーク実証実験”（磯⼦区汐⾒台）

ICTを活⽤した短時間勤務を職住近接で実現、新しい働き⽅
「ショートタイムテレワーク」を提案

②地域内移動⼿段の充実
“オンデマンドバス実証実験” （旭区若葉台）

地区内にオンデマンドバスを導⼊し、⼦育て
世代・⾼齢者などの快適な移動環境を形成

ICTを活⽤し、⼥性の活躍⽀援、超⾼齢化などの
まちづくりの課題解決の取組を推進

3

実証地域︓旭区若葉台

概要
・約6,700世帯、約14,000⼈が暮らす⼤規模な住宅団地エリア
・地域では、様々な組織や住⺠グループが相互に連携し、⼦育て世代をはじめ様々な
世代が暮らしやすいまちづくりが進められている。

開発時期 1979年
⾯積 約90ヘクタール

⼾数 14階を中⼼にした75棟の中⾼層住宅団地。分譲5,186⼾（多様な間取り）、
賃貸790⼾（バリアフリー化）、⾼齢者住宅326⼾

4

◯⾼齢化の状況
⾼齢化率49.4％（Ｈ31年3⽉末）
市内でもトップクラスの⾼齢化の進展

◯地域内移動⼿段の状況
地域内を巡回する無料のコミュニティバスが運⾏

更なる⾼齢化による移動困難者の増加や⼦育て
世代の転出が予測される中、
移動しやすく、暮らしやすい団地づくりに向け、
地域ニーズに即した移動の仕組みの構築が必要

5

実証地域︓旭区若葉台

旭区若葉台年齢別⼈⼝推移（出展︓国勢調査）
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オンデマンドバス実証

 ⾼齢者をはじめ⼦育て世代を中⼼に⽣活や移
動がしやすいモビリティ環境づくりを進めることで、
移動困難者の減少、外出機会の増加によるコ
ミュニティの活性化、⼦育て環境の向上、地域
商業の活性化等を図り、「住みたい」「住み続け
たい」まちの実現を⽬指す

期間 2019年3⽉20⽇〜26⽇（関係者向け試乗会︓3⽉19⽇）
運⾏時間 午前9時〜午後5時 （休憩時間︓11:00-11:30、14:00-14:30）
エリア 横浜市旭区若葉台1〜4丁⽬
対象者（モニター） 上記エリアにお住まいの⽅30⼈程度
乗降場所 ⾃宅及び既存コミュバス停留所（32か所）
料⾦ 無料
⾞両 ミニバンクラス1台

実施主体
運営 ︓⼀般財団法⼈若葉台まちづくりセンター
技術提供 ︓MONET Technologies株式会社
プロモーション・全体調整 ︓横浜市、ヨコハマSDGsデザインセンター

協⼒ 神奈川県住宅供給公社 6

オンデマンドバス実証

7

実証結果

 約 30 名の⽅にモニターになっていただき、100 名を超える予想以上の利⽤あり試
乗会として⾮常に⼤きな成果を収めた

 利⽤者からは、使いやすい・快適である等の意⾒や、利⽤料⾦やサービスの充実に
関する、様々な意⾒を得ることが出来た。これらの意⾒を、今後の展開へ活かし検
討を進めていく

利⽤条件 約30名のモニター登録
iPhone所有者、若葉台に在住在勤在学の⽅がアプリダウンロード

利⽤件数 61件

利⽤者数 105名（最終の3⽇間が７割の74名）の利⽤（最⼤７名が乗合）

ご意⾒
・「オンデマンド」による運⾏形態について8 割以上の⽅から「満⾜した」と
いう⾼評価

・「iPhone だけしか使えないのは不便」「予約アプリをもう少し使いやすくし
てほしい」など今後の課題が明確化

8

第２回実証実験
 地区内の各住居棟前や施設のほか、地区内⼦育て世代の利便性向上を⽬指し、

近隣施設（保育所、学校、⼩児科など）まで乗降ポイントを拡⼤
 利⽤期間と運⾏時間を拡⼤

9

◎⽇時︓2019年7⽉11⽇（⽊）〜8⽉9⽇（⾦） ※7⽉27⽇（⼟）のみ運休
◎運⾏時間︓期間中毎⽇7時〜20時 、ユーザー登録開始︓7⽉1⽇（⽉）

今回 前回（３月）

ご利用対象者 旭区若葉台にお住まいの方・お勤めの方
人数制限なし ※利用条件あり

旭区若葉台にお住まいの方
30 名程度 ※利用条件あり

実施期間 29日間 7日間

運行時間 7:00～20:00 9:00~17:00

走行エリア 若葉台地区及び近隣施設 若葉台地区

乗降ポイント 94地点
・地区内75地点
（わかば号バス停、各住居棟前、学校、病院、
福祉施設など）

・地区外19地点
（団地から周囲１km範囲内の保育所、幼稚園、
学校、⼩児科、産婦⼈科など）

32地点
（わかば号バス停、⾃宅登録地
点）

運賃 無料 無料

⼀般財団法⼈トヨタ・モビリティ基⾦「地域に合った移動の仕組み作り」助成プログラム

市内の⼤規模団地（約500⼾以上）の分布

10

 築 約40年以上、500⼾以

が61団地（分譲28、賃貸33）

 多くは、鉄道駅から離れた
バス交通に依存する郊外部に⽴地

 ９割が公的住宅供給団体
によって供給

誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える住宅地に
～ 快適な移動手段の充実 ～

• 例）ＩＣＴなど最新技術を活用した移動手法の導入
• 例）地域が自ら取り組める技術提供

 郊外部の住宅地において、安⼼安全で、誰もが快適に移動できる環境を充実さ
せることで、地域の経済活性化やにぎわい創出につなげるプロジェクト

移動環境の充実を実現する提案を募集します。

ヨコハマSDGsアクションプロジェクト

11
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環境を軸に、経済や⽂化芸術による新たな価値・
賑わいを創出し続ける都市・横浜を実現します

（公財）横浜市体育協会TM (c) Rugby World Cup Limited 2015

TM (c) Rugby World Cup Limited 2015
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モビリティマネジメント推進部会の活動

～ 市民参画による交通政策の推進

2019.6.29
横浜市交通政策推進協議会
モビリティマネジメント推進部会

小田部明人

1

はじめに

・横浜市では、交通を取り巻く様々な環境の変化や
多様な移動ニーズに適切に応じていくため、公共
交通を始めとした交通施策のあり方とその方向性
について多くの主体による意見交換の場として
「交通政策推進協議会」が設けられている。

・協議会にはテーマ別の部会が設置され、その一つ
に「モビリティマネジメント推進部会」がある。
モビリティマネジメントなどを通じて公共交通を
将来にわたって維持し、利用しやすいものにする
ため、市民や交通まちづくりに関わる市民団体が
行政担当者と共に議論し、交通に関わる施策に
に反映されるよう取り組んでいる。

2

推進体制

＜横浜市交通政策推進協議会資料から＞

3

横浜市交通政策推進協議会（親協議会）

＜メンバー構成＞

・学識経験者（座長：中村文彦横浜国立大学副学長・教授）

・市民 ２名（モビリティマネジメント推進部会による推薦）

・企業（経済団体）

・交通事業者（鉄道２名、バス２名、タクシー２名）

・行政（国交省：運輸局・地方整備局各1名、警察1名、

横浜市：都市整備局、道路局各1名）

・各部会（※）代表

（モビリティマネジメント推進部会、地域交通部会、

バス交通部会、鉄道部会）

※ 施策の議論を深め、具体化を図るためテーマ別に部会を設置

4

交通政策推進協議会の構成

市民、交通事業者、行政など多様な主体が交通施策
のあり方と方向性について意見交換を行う。

ーモビリティマネジメント推進部会
過度なマイカー利用から公共交通の適切な利用へ
転換させる取組みについて議論する。

ー地域交通部会
地域交通の担い手（タクシー、福祉移動サービス等）
を中心とし、高齢社会に対応した交通のあり方を議論。

ーバス交通部会
市内バス事業者10社と行政による、バスに関する
情報共有と、路線バスの維持・活性化を議論する。

ー鉄道部会
市内鉄道事業者7社と行政による、鉄道に関する
情報共有と「交通結節点のあり方」などを議論する。

ー計画改定部会（2018年計画改定に伴い活動終了）
横浜都市交通計画改定のための多様な議論の場。

横浜市交通政策推進協議会（親協議会）

5

モビリティマネジメント推進部会
＜ 目 的 ＞ 平成25年 1月設置
高齢社会への対応、環境負荷低減に向けて、既存の公共
交通を将来にわたって維持し、利用しやすいものにする
ため、過度なマイカー利用からモビリティマネジメント
などにより公共交通の適切な利用に転換させることにつ
いて議論し行動することを目的とし、市民・市民団体、
行政が協働して取り組む。（略称：ＭＭ推進部会）

＜ 構 成 ＞
・市民 3名＋市民団体 ４団体 （公募に基づく選定）

・事務局（横浜市都市整備局都市交通課）
→ 部会長が親協議会に委員として出席

<

＜ 開 催 ＞
部会（年度2回程度）、部会ワーキング（年度4回程度）

6
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ＭＭ推進部会に参加する市民団体

・暮らしフォーラムにし
・横浜交通まちづくり協議会
・横浜にＬＲＴを走らせる会
・横浜の公共交通活性化をめざす会

7

ＭＭ推進部会の活動①

MM推進部会がこれまで取組んできた活動を紹介する。

＜横浜バスの旅＞
普段、バスに乗る機会のない方に、路線バス
の魅力を知ってもらい、マイカーから公共交
通への転換を図るきっかけとなるようにと、
バスを乗り継ぐミニトリップを過去3回実施。
市の広報紙等を通じて市民に参加を呼びかけ。

・H25.11 市電の足跡をたどる旅（市都心部とその周辺）
・H26.11 横浜バス散歩 スタンプラリー（市南部）
・H27.11 横浜バス散歩 スタンプラリー（市北部） 

8

＜市ホームページから＞

9

「横浜バス散歩」スタンプラリー

上：本郷ふじやま公園と長尾台・田谷の
名所めぐり（H26.11）

右：東急バス沿線 都筑・青葉のふるさと
めぐり（H27.11）

10

ＭＭ推進部会の活動②
＜学校出前講座の教材改善＞
事務局（都市交通課）がおこなっている、モビリティマネ
ジメントについて学ぶ学校出前講座の教材を改善。

＜視察を行った鶴見小学校学校出前授業の様子＞

11

ＭＭ推進部会の活動③
＜シンポジウムの開催＞
平成28年9月

横浜の交通を考えるシンポジウム
～まちの交通のために、みんなが今できる
こと～
・中村文彦氏（横浜国大副学長・教授）に
よる講演「郊外が支える将来の横浜の交通
のあり方」
・様々な主体（福祉移動サービスに関わる
NPO関係者、バス事業者、タクシー事業者、
MM推進部会委員、行政）によるパネルディ
スカッションを実施。
・横浜の交通に関する課題の共有と、将来
のあり方を議論。

12
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ＭＭ推進部会の活動④
＜バスポータルサイトの開設・運用＞
路線バスを利用する際の分かりづらさを解消し、利用促進
に繋げることをねらいとし、「BUS PORTAL yokohama」を
開設。市のホームページにもリンクされている。
（平成28年度から運用）
管理、運用は部会の
参加団体である
「横浜交通まちづく
り協議会」が担当し、内容は
部会にて内容確認。

13

BUS PORTAL yokohama から
BUS PORTAL yokohama には各委員が交代で書くコラム欄が
あるが、一例として、昨年部会で実施したバス事業者への
インタビューの様子を動画付きで紹介している。

バスの利用促進を図るには、事業者と利用者の相互理解
が重要と考え、事業者（相鉄バスさん）を訪問し、利用上
の注意事項や事業運営の状況等13項目にわたり話を伺った。

14

インタビュ―動画
「ベビーカー利用者への利用方法の案内や一般乗客へ配慮を求める対応等について」

15

ＭＭ推進部会の活動⑤

＜鉄道駅におけるバス案内サインの見直し＞ 継続案件
平成29年度からの取組みであるが、バスの利用促進を
図るには、乗換案内表示の充実化が大事。
利用者目線で、点検を行い改善につなげる活動。
MM推進委員と事務局（都市交通課）合同でフィールド
ワークを実施した。今年度は課題点等を取りまとめ、
事業者に改善提案を行っていく。
・平成29年度 ＪＲ鶴見駅
・平成30年度 ＪＲ東戸塚駅、ＪＲ中山駅

京急上大岡駅、地下鉄関内駅
相鉄鶴ヶ峰駅、相鉄二俣川駅

16

フィールドワークの様子

17

鉄道駅における案内サインの充実に向けて

＜MM推進部会報告書から（JR鶴見駅）＞ ＜ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ チェックリスト（JR東戸塚駅）＞

18
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今後の課題

・ＭＭ推進部会として行政と協働しながら、公共交通
の利用促進に向けた取組みを進めているが、実施に
あたっては、バス・鉄道事業者サイドとの連携が欠
かせないが充分とはいえない。
私たちの役割やねらいを更に理解してもらい、その
声が各社の施策や事業遂行に反映されるようさらに
働きかける必要がある。

⇒ 具体的な成果に向けた取組

・私たちの活動を、より多くの人に知ってもらう必要
があるが、一方で各委員の平均年齢は比較的高く、
今後若い世代の人々をいかに巻き込むかが課題。

⇒ 多様なライフスタイルが進む中、
多世代への情報発信方法の検討

19
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